
重点支援区域（阿蘇構想区域）における
阿蘇医療センター及び小国公立病院の
今後の役割に関する検討状況について

令和８年(2026年)３月 熊本県健康福祉部健康局医療政策課
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今後の取組みの方向性

○ 公立医療機関による検討のワーキンググループを立ち上げ、
阿蘇地域の医療提供体制について議論し、医療機能の再編に
向けた基本構想を策定する。

○ 小国公立病院に関する公立病院・公的医療機関等の具体的対応
方針の再検証要請への対応についても、同ワーキンググループの
中で併せて議論し、結論を出す。

２０２１年度

２０２２年度

○ 2021年度に検討した結果について、阿蘇地域医療構想調整会議
で報告、合意を得る。

R2.12.22
阿蘇地域の医療提供体制に
関する意見交換会 資料
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これまでの検討・議論の経過①
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令和２年度（２０２０年度）

１２月２２日 第１回意見交換会

令和３年度（２０２１年度）

７月２７日 第１回 院長協議

１０月２５日 第２回 院長協議

令和４年度（２０２２年度）

６月２１日 第３回 院長協議

１０月 ５日 第１回 ワーキンググループ

１１月 １日 阿蘇地域医療構想調整会議

２月２７日 第２回意見交換会

３月１６日 阿蘇地域医療構想調整会議

新型コロナ対応が継続するなか、令和４年度中の協議・合意を目指し、公立２病院を中心
に検討・議論を重ねた。

方向性の認識共有

基本スタンス
現状の確認

具体的対応方針
の検討

行政・地域との
方向性の共有

合意形成

R5.2.27
阿蘇地域の医療提供体制に
関する第2回意見交換会 資料



阿蘇区域の「重点支援区域」申請について

○ 小国公立病院、阿蘇医療センターでの協議を重ね、それぞれが
地域で担う役割を確認するとともに、以下の様に２病院の機能を
再編する方向性を確認した。

○ 阿蘇地域における持続可能な医療提供体制の構築に向けて、
小国公立病院及び阿蘇医療センターの更なる連携強化や機能整備
を、国による重点的な支援を受けながら進めるため、
両公立病院を対象医療機関として「重点支援区域」に申請する。
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R5.3.16
第10回阿蘇地域医療
構想調整会議資料３
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これまでの検討・議論の経過②
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令和５年度（２０２３年度）

９月 ８日 重点支援区域選定

３月１３日 国技術的支援によるデータ分析結果の初期報告（小国公立病院）

３月２２日 国技術的支援によるデータ分析結果の初期報告（阿蘇医療センター）

令和６年度（２０２４年度）

８月２１日 阿蘇地域医療構想調整会議
（阿蘇医療センターの外来棟増設等に関する総務省協議について合意）

令和７年度（２０２５年度）

８月１３日 阿蘇地域医療構想調整会議
（小国公立病院の建替え検討に関する状況報告）

９月 ８日 重点支援区域（阿蘇構想区域）の医療提供体制に関する意見交換会①

１０月 ７日 重点支援区域（阿蘇構想区域）の医療提供体制に関する意見交換会②

２月１９日 重点支援区域（阿蘇構想区域）の医療提供体制に関する意見交換会③



阿蘇医療センター 小国公立病院

がん
がん診療連携拠点病院として、阿蘇圏域全
体の化学療法、緩和、各種支援等の予後の
管理・ケアを担う。

治療を阿蘇医療センターに集約化し、安定期
のフォロー、終末期のケアを担う。

脳卒中

※搬送先はJUST-7
スコアを活用

超急性期脳梗塞に対するtPA治療等の実施
や急性期・回復期脳リハビリも実施し、阿蘇
圏域全体の脳疾患治療を担う。

専門的知識の必要な脳卒中治療は阿蘇医
療センターに集約化し、回復期以後は連携し、
リハビリテーション、在宅支援体制を整え、慢性
期のケアや介護支援を行う。

心血管

アンギオ、心臓カテーテルの検査・治療等の早
期対応を行い、急性期・回復期心リハビリも
実施し、阿蘇圏域全体の心疾患治療を担う。
全世代の循環器疾患の外来管理、高齢者
の心不全治療も担う。

急性心筋梗塞の治療、ペースメーカー植え込
みは阿蘇医療センターに集約し、全世代の循
環器疾患の外来管理、高齢者の心不全治療
を担う。

糖尿病

最新の血糖値測定、合併症・重症化予防等
の治療法の提供、短期教育入院による食事
改善指導等の重症化予防を行い、阿蘇圏域
全体の糖尿病治療を担う。

専門的知識の必要な管理困難症例、教育入
院を阿蘇医療センターに集約化し、小国郷地
域の糖尿病管理（慢性疾患としてのプライマリーケ

ア）を基本的に担う。

救急 阿蘇圏域全体の一次・二次救急を担う。 小国郷地域を中心に一次・二次救急を担う。

在宅
在宅医療サポートセンターの運営と阿蘇郡市
医師会立訪問看護ステーションとの連携を行
い、阿蘇圏域の在宅医療を担う。

あんしんネットワークと協働して、在宅や施設で
の終末期医療や看取りを担う。

阿蘇医療センターと小国公立病院の役割（５疾病・６事業等）について
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阿蘇医療センターと小国公立病院の役割（病床機能、手術機能）について
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阿蘇医療センター 小国公立病院

病床機能

阿蘇圏域の急性期・回復（包括）期
医療を担う。

※現在は、急性期（一般120床、感染4
   床）で運用。今後、一部を地域包括ケア
   病床で運用することを検討中

脳・心臓の急性期患者は阿蘇医療セ
ンターに集約化し、回復期のリハビリと
慢性期の管理を担う。
➣回復（包括）期：60床程度
※現在は、急性期28床、回復期37床で運
用中

回復（包括）期機能

阿蘇圏域全体の高齢者救急や回復
期ケアを担う。
※今後は、地域包括ケア病棟での運用を検
   討中

包括ケア病棟で診れる範囲の急性期、
回復期、高齢者の包括期医療などを
担う。
※脳の急性期、急性心筋梗塞・高度徐脈患

   者は阿蘇医療センターに集約化する。

手術機能

循環器内科・脳神経外科・消化器内
科・消化器外科・整形外科・腎臓内
科・泌尿器科・皮膚科・歯科口腔外
科における手術を担う。

外科的手術は阿蘇医療センターに集
約化し、局所麻酔で行う創傷処置など
の手術を担う。



阿蘇医療センターと小国公立病院の役割（プライマリーケア、遠隔診療等）について
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阿蘇医療センター 小国公立病院

プライマリーケア

総合診療体制を構築しており、阿蘇圏
域全体のプライマリケアを担う。
※圏域の診療所等と紹介・逆紹介の連携を
   維持（R6実績：紹介率48.3％、逆紹
   介率59.1％）

民間開業クリニックの減少を補うため、
小国公立病院やサテライト診療所でも
人生によりそう医療を提供していく。

医療DX等の推進

かかりつけ医としての日常的な総合的
かつ継続的な診療を維持するため、オ
ンライン診療の実施により、阿蘇圏域
全体の遠隔医療を担う。
（例）当院の各診療科専門医と小国公立

病院の外来診療担当医師の間でオン
         ラインによる診療支援を実施。

クリニック数の減少を補う為の遠隔診療
の運用を継続提供し、阿蘇圏域での
MaaSでの診療ニーズがあれば、可能
な範囲でオンライン診療提供場所とし
て検討・設置をおこない、システムを構
築する。
また、専門医等のマンパワーが不足して
も遠隔の専門医師が診療を行う為の、
遠隔診療のシステムを構築し、アクセス
しやすい診療を提供していく。
（例）「窓」システムを使用した専門外来を

阿蘇医療センターと連携し、双方向に
遠隔診療ができるように整備

医療従事者の確保

指導医、地域枠医師、専攻医、初期
研修医、医学生の各階層からなる医
師の屋根瓦式の教育体制をはじめ、
医療スタッフ（看護師・薬剤師・メディ
カルスタッフ等）の研修体制を整え、育
成を図るととともに、臨時的な医療支
援を実施し、阿蘇医療圏全体での医
療スタッフの確保に貢献することを担う。

研修医、看護実習生、薬学実習生等
の受け入れを継続し、医療スタッフの確
保難に対応していく。



中長期的な検討課題について
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阿蘇医療センター 小国公立病院

外来医療・医師派遣の集約
化による診療支援

【診療科の再編】
小国公立病院の非常動による診療科
を阿蘇医療センターに移行

【医師派遣】
へき地医療体制支援事業等による派
遣医師を阿蘇医療センターに移行

【診療支援】
阿蘇医療センターから小国公立病院へ
診療支援(週1～2日程度)

【遠隔診療】
オンライン診療の実施(初診は対面診療)

【診療科の再編】
婦人科：派遣あれば維持
泌尿器科：派遣あれば維持
皮膚科：維持
もの忘れ：連携維持
整形外科：派遣あれば維持
耳鼻科 ：集約 眼科：集約

【医師派遣】
阿蘇医療センターと派遺重複の開設
診療科の縮小を検討
産山村診療所に、小児科・総合診療
科医師の派遣

【診療支援】
阿蘇医療センターからの専門医診療支
援可能日に外来を開設
産山村診療所へのハイブリッド診療提
供

【遠隔診療】
遠隔医療システム構築・提供

○ 以下の事項については、医師の派遣元との協議等も必要であり、中長期的な検討課題。
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令和８年１月１６日 第９回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 資料１
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【参考】令和８年度診療報酬改定における急性期病院一般入院基本料等の新設

（出典）令和８年２月13日中央社会保険医療協議会 総会（第647回）資料から熊本県医療政策課作成

（新設） 急性期病院一般入院基本料 （新設） 急性期病院精神病棟入院基本料
イ 急性期病院Ａ一般入院料 1,930点 イ 急性期病院Ａ精神病棟入院料
ロ 急性期病院Ｂ一般入院料 1,643点 （１）10対1入院基本料 1,519点
※急性期病院Ａは7対1、急性期病院Ｂは10対1 （２）13対1入院基本料 1,162点

（３）15対1入院基本料 966点
                                                         ロ 急性期病院Ｂ精神病棟入院料

（１）10対1入院基本料 1,502点
（２）13対1入院基本料 1,145点
（３）15対1入院基本料 949点

［主な施設基準］
（１）急性期病院Ａ一般入院料又は急性期病院Ａ精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。

ア 入院を要する（第二次）救急医療体制、救命救急センター、高度救命救急センター又は総合周産期母子医療セン
ターを設置している保健医療機関、若しくは24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関であること。

イ 地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟入院料（地域包括ケア入院医療管理料を含む。）の届出を行っていない保険医
療機関であること。

ウ 画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。
エ 看護師長又は同等以上の職に従事した経験を５年以上有し、所定の研修を修了した看護師を配置することが望ましい。
オ 救急車又は救急ヘリによる搬送件数が、年間2,000件以上（＋夜間時間帯の受入が１割以上）、かつ、全身麻酔による手術
件数が年間1,200件以上。

（２）急性期病院Ｂ一般入院料又は急性期病院Ｂ精神病棟入院料を算定する病院では、以下の全てを満たすこと。
ア 二次救急医療機関又は救急告示病院であること。
イ 地域包括医療病棟の届出を行っていない保険医療機関であること。
ウ 看護師長又は同等以上の職に従事した経験を５年以上有し、所定の研修を修了した看護師を配置することが望ましい。
エ 急性期医療に係る実績として、次のいずれかを満たすこと。
① 救急車又は救急ヘリによる搬送件数が、年間1,500件以上。
② 救急車又は救急ヘリによる搬送件数が、年間500件以上、かつ、全身麻酔による手術件数が年間500件以上。
③ 人口20万人未満の二次医療圏において、救急車又は救急ヘリによる搬送件数が最も多く、かつ、年間1,000件以上。
④ 離島からなる二次医療圏において、救急車又は救急ヘリによる搬送件数が最大であること。

オ 救急車又は救急ヘリによる搬送件数のうち、夜間時間帯（22 時から翌朝８時までをいう。）の受け入れが１割以上。
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小国公立病院

阿蘇医療センター

阿蘇立野病院

阿蘇温泉病院

大阿蘇病院

阿蘇やまなみ病院
（精神）

西原村

南阿蘇村
高森町

阿蘇市

南小国町

小国町

産山村

凡例

：病院 ：診療所

：自動車（40km/h）で20分圏内

：政策医療を中心的に担う医療機関

：5疾病に係る拠点病院等

：5事業に係る拠点病院等

：R6病床機能報告の病床数

 ※その他、名称を記載した医療機関
・ 精神科救急病院

名称

阿蘇構想区域における医療機関等の状況（R6.7.1時点）

・病院は多くが阿蘇市内に所在しており、中でも
阿蘇医療センターが多くの政策医療分野を担っ
ている。
・他方、阿蘇医療センター及び小国公立病院は
 自動車で２０分以内エリアに重複はなく、両病院
 には一定の距離がある。
・区域全体では、回復期病床が不足しているが、
急性期及び回復期の病床稼働率が低い。
➣ 構想区域全体における医療機関の役割の明

確化進めていく必要があるのではないか。

（出展）jSTAT MAP、医療機関一覧、令和6年度病床機能報告、第８次熊本県保健医療計画から熊本県医療政策課作成

がん 脳卒中 心血管

感染症救急 災害 へき地

救急 へき地

救急脳卒中

脳卒中 救急

脳卒中 救急

回復：56

慢性：97

急性：120

急性：56 回復：24 慢性：180

急性：73

病床数の
必要量

R6.7.1
時点

病床稼働率

急性期 119 276 53%

回復期 110 80 69%

慢性期 198 296 97%

がん 脳卒中 心血管

感染症救急 災害 へき地

急性：XX 回復：XX

慢性：XX

令和８年２月１９日 重点支援区域（阿蘇構想区域）の医療提供体制に関する意見交換会 資料１
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0～14歳 15～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上

65歳以上の割合 75歳以上の割合 85歳以上の割合 生産年齢人口の割合

熊本県の将来推計人口

○ 2025年から2040年にかけては、総人口、生産年齢(15～64歳)人口及び高齢(65歳以上)人口のいずれも減少が続く。
○ また、人口減少が続く中でも高齢化率（65歳以上の割合）は上昇し、2040年には約35%に達することが見込まれる。
○ 特に、85歳以上人口の割合は2040年にかけて約1.4倍となり、急激に増加することが見込まれる。

左軸（単位：人）：年齢別人口 右軸（単位：％）：各年齢別人口の割合

令和8年1月9日 第11回熊本県地域医療構想調整会議 資料１



阿蘇構想区域の将来推計人口
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65歳以上の割合 75歳以上の割合 85歳以上の割合 生産年齢人口の割合

生産年齢人口＜ 高齢人口

○ 2025年から2040年にかけては、総人口、生産年齢(15～64歳)人口及び高齢(65歳以上)人口のいずれも減少が続く。
○ また、2040年には高齢人口が生産年齢人口を上回ることが見込まれている。(県全体にはない特徴）

○ このため、医療・福祉も含め、地域全体の担い手不足が加速化するおそれ。

左軸（単位：人）：年齢別人口 右軸（単位：％）：各年齢別人口の割合
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生産年齢人口＞ 高齢人口

令和８年２月１９日 重点支援区域（阿蘇構想区域）の医療提供体制に関する意見交換会 資料１
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